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京都ものづくり若手リーダー育成塾 環境関連法規セミナー報告

京都ものづくり若手リーダー育成塾
未曾有の不況の中、打開策として新分野への進出や自社の技術の強みを活かした新しい製品開発をお考えではありませんか。
当センターでは、このような新しい領域を切り開いていく役割を担う人材を若手のリーダーと考え、平成１９年度から若手

リーダー候補を対象とした育成塾を開催しています。この塾では、チームとしての製品開発に必要なリーダーの知識とプロ
ジェクトの遂行に必要なリーダーシップを身につける「プロジェクト・マネジメント」、顧客・市場のニーズから独自の開発テー
マを導き出し、様々な発想法で全く新しい商品イメージを創造する「企画・発想」、新しい分野に参入するための「新分野製品
開発」の３つのテーマについてグループワーク形式で学び、他社の若手社員や中小企業技術センター職員等との交流を図り、
新たな人脈づくりにも活用していだきたいと考えています。

平成２４年度は、１０社１４名の塾生が集い、新たに「学び」と「挑戦」を行いました。また、見学会や交流会で、塾生同士の連携も生
まれつつあります。

◇プロジェクト・マネジメントとは
チームとは何か。チームでプロジェクトを遂行する

メリットは何かなど、演習を通じて体験しました。具体
的には、チームにおいてＰＤＣＡサイクルを展開するた
めにリーダーはどのような役割を担うべきかについ
て学習しました。

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 京都ものづくり若手リーダー育成塾事務局　TEL：075-315-8634   FAX：075-315-9497  E-mail：waka-juku@mtc.pref.kyoto.lg.jp

〈グループで話し合い、コミュニケーションスキルを高めます〉

〈グループで、開発アイデアをまとめ、リーダーとして発表します〉

〈先端分野の研究施設を見学します〉

平成２４年度での概要

申込等詳細は、http://www.mtc. pref.kyoto.lg.jp /rea/sem/waka をご覧いただくか、下記まで問い合わせください。

平成２５年度の受講生募集

プロジェクト・マネジメント

［卒業生のコメント］
　ゲーム形式の演習がすごく面白かったです。また、目的意識の持ちようで、仕
事を充実させられることがよく理解できました。（製造業 Ａさん）

◇商品開発プログラム
商品を取り巻く３要素「ヒト・モノ・バ」を軸に、①顧客を意識した仮説をつくる②自
社が勝てる独自のテーマをつくる③顧客が喜ぶ（欲しくなる）要素をつくる④デザ
イン、設計を考える、の４つのステップでアイデアを絞り込む方法を学びました。

企画・発想

［卒業生のコメント］
これからのものづくりに必要な開発手法や、アイデア発想を学べました。自社
製品の開発に応用したいと思います。（製造業 Ｂさん）

◇研究施設・工場見学
　先端研究施設や工場の見学を行い、研究者との交流を行いました。
◇製品分析・開発演習
商品開発プログラムを応用し、実践的な課題による製品分析、開発演習を行いました。

新分野製品開発

［卒業生のコメント］
他社の生産現場を見学できて勉強になりました。また、多くの人と交流でき

たことも貴重な経験でした。（機械製造業 Ｃさん）

環境関連法規の規制内容を正しく理解し、環境への意
識を高めていただくため、京都府文化環境部から講師
をお迎えし、セミナーを開催しました。その概略をご紹
介します。

「水質汚濁防止法施行令等の
改正について」
環境管理課　副主査　水落 高明 氏

　水質汚濁防止法に
基づく有害物質の排
水基準、地下浸透規
制については、その
当時の汚染実態等を
踏まえて項目の追
加、規制の強化等が
実施されてきました。

今回の改正では、①トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニ
ルモノマー、1,4-ジオキサンを有害物質に追加、②特定施設の追
加（２施設）、③1,4-ジオキサンの排水基準を追加、④指定物質の
追加（６物質）、⑤地下浸透禁止物質の追加（①の３物質）、⑥検定
方法等の整備が行われました（平成24年5月施行）。
京都府では、京都府環境を守り育てる条例で定める特定施設

を設置する事業場に対して、同条例により排水基準及び地下浸透
規制を設けており、一部項目は法より厳しい上乗せ基準等を設定
しています。今回追加された物質については、公共用水域での水
質状況や工場等での使用・排出実態等から上乗せ基準等の必要
性はないため、法と同様の排水基準及び地下浸透禁止物質の追
加を行うこととし、このための同条例施行規則の改正を行います
（平成25年3月29日公布、同日施行）。

「京都府の地球温暖化対策
（条例と施策）」
地球温暖化対策課　副課長　松山 豊樹 氏

地球温暖化対策条例では13の分野での対策を定めています。
温室効果ガス削減の中期目標は、2030年度までに40％、中期目
標達成のために2020年度までに25％削減を目指し、「地球温暖

化対策推進計画」を
規定しています。
事業者排出削減計
画とその実績は、S・
A・B・Cで評価され、
23年度の実績が報
告されています。全
体で4.7％の削減が
行われました。
京都府では、社会全体のコストを最小限に抑えつつ、府全体の
温室効果ガス排出量を削減するため、京都版CO2排出量取引制
度を運用しています。
それぞれの企業でも、エコ通勤、エコマイスター制度、エコドラ

イブのすすめ等を参照して、社内の意識や実践力を高めていただ
きたいと思います。
事業者向けのエネルギー対策交付金、省エネ「見える化」診断

などを利用して、機器導入や設備更新を含めた改善提案を進めて
いただきますようお願いします。

「企業における省エネ・節電対策と
環境マネジメントについて」
京都府省エネアドバイザー/KES主幹審査員　北村 憲治 氏

エネルギーの見える化、省エネ・節電の改善目標の設定及びそ
の実施例をご紹介します。
デマンドモニター等で電力を測定し、一日及び季節ごとの使用
量や最大電力（30分値）を把握し、改善目標を設定します。最も効
率の悪い工程や設備に焦点を絞ることが重要です。改善目標が
設定されればそれに従って、照明・空調・生産ライン等で具体的な
削減方法を定め、実行します。環境マネジメントでは、PDCAサイ
クルを行い、活動を高めていくことが大切です。

　「環境」というキー
ワードによって企業
の付加価値の向上に
も寄与することがで
きます。

環境関連法規セミナー 2013年2月26日開催

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 基盤技術課 化学・環境担当　TEL：075-315-8633  FAX：075-315-9497  E-mail：kiban@mtc.pref.kyoto.lg.jp


